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厚生省保健医療局長

精神障害者の社会復帰・福祉施策の推進について

は、かねてから特段のご配慮を賜っていることろで

あるが、精神障害者の社会復帰と自立と社会参加の

一層の促進を図るため、今般、別紙のとおり「精神

障害者地域生活支援事業実施要綱」を定め平成8年

別紙

度から実施することとしたので、その適正かつ円滑

な実施を図られたく通知する。

なお、事業の実施に当たっては、別添「精神障害

者地域生活支援事業実施計画書」により、厚生省保

健医療局精神保健課長あて事前の協議をすること。

精神障害者地域生活支援事業実施要綱

1．目　的

精神障害者地域生活支援事業は、地域で生活する

精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対

応や地域交流活動などを行うことにより、精神障害

者の社会復帰と自立と社会参加の促進を図ることを

目的とする。

2．実施主体

実施主体は、地方公共団体及び精神障害者社会復

帰施設を運営する非営利法人とする。

ただし、地方公共団体が実施する場合にあっては、

その運営を都道府県知事又は指定都市の市長が適当

と認める団体に対し、委託して実施することができ

る。

3．実施場所

この事業は、保健所・医療機関・社会復帰施設等

の保健・福祉．医療サービスの実施機関と機能的に

連携した運営を確保し、かつ、夜間・休日における

支援・相談等に対応する必要があることから、精神

障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障
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害者福祉ホームに附置して実施することを原則とす

る。

ただし、地方公共団体が委託して実施する場合は、

近隣の精神障害者生活訓練施設等との密接な連携の

確保された施設で実施することができる。

4．対象者

地域で生活している精神障害者を対象とする。

5．事業内容

この事業の実施主体は、地域の実態等の把握及び

各種の啓発普及を行うとともに、地域に積極的に出

向くなどの方法により、以下の事業を行うものとす

る。

（1）日常生活の支援

生活の基本である住居、就労、食事等、日常生

活に即した課題に対して、個別・具体的な援助を

行うとともに、生活機能や対人関係に関する指導

・訓練等を行う。

（2）相談等

電話・面接及び訪問により服薬、金銭管理、対

人関係、公的手続等日常的な問題、夜間・休日に



おける個々人の悩み、不安、孤独感の解消を図る

ための助言、指導を行うとともに、必要に応じて

関係機関等への連絡を行う。

（3）地域交流等

ア．場の提供

レクリエーション等障害者の自主的な活動、

地域住民との交流等を図るための場を提供する。

イ．生活情報の提供

住宅、就職、アルバイト、公共サービス等の

情報提供を行う。

（4）その他

地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業を行

う。

6．事業の実施及び留意事項

（1）実施主体は、年間及び月間の事業計画を定め、

本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとす

る。

（2）実施主体は、休日・夜間の緊急の対応に備え、

あらかじめ関係機関等と協議し、連絡方法等につ

いて定めておくものとする。

（3）実施主体は、支援等を行った精神障害者に関す

る基礎的事項、支援・サービス計画の内容、実施

状況及び課題等を記録するとともに、継続的支援

の適正な実施を図るものとする。

（4）本事業の主旨を踏まえ、毎日実施することを原

則とし、職員の勤務時間を調整する等により、夕

方、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間

帯に対応できる運営体制を採るものとする。

（5）宿泊の制限

施設内に宿泊することは、真にやむを得ない一

時的な不安回避等の場合のみとすること。

（6）自主的活動の育成

仲間作り、リーダー育成の観点から、自主的な

活動を援助する。

ピアカウンセリングなど、当事者の経験等を生

かした運営方策を試みる。

（7）ボランティアの育成

地域におけるボランティアの育成、導入を図る。

（8）利用メンバーの登録制

継続的な相談指導の観点から、利用者について

は登録制とする。

ただし、登録外利用者を制限するものではない。

（9）都道府県及び指定都市は、本事業の適正、かつ、

積極的な運営を確保するため、支援相談等の内容、

処理状況等について、年1回以上定期的な事業実

施状況の報告を求めるとともに、必要に応じ事業

実施状況の調査・指導等を行うものとする。

（10）　関係機関等の連携

事業の実施に当たっては、地域生活支援のため

の概ねの対象地域を定め、精神保健福祉センター、

保健所、市町村、福祉事務所、医療機関、社会復

帰施設、小規模作業所、グループホーム等の関係

機関や家族会、障害者団体などとの連携を図る。

7．職員の配置等

（1）この事業を行うため、あらかじめ管理責任者を

定めるとともに、次の職員を配置するものとする。

なお、職員は、精神障害者に関して理解のある

着で、必要な経験を有していること。

また、ア及びイの職員は、専従する職員である

こと。

ア　精神科ソーシャルワーカー　1名

イ　専任職員　　　　　　　　　1名

ウ　非常勤職員　　　　　　　　2名

（2）職員は、利用者のプライバシーの尊重に万全を

期するものとし、正当な理由なくその業務を通じ

知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

8．利用者の負担

利用者は、飲食物費、光熱水料など個人に係る費

用を負担する。

9．管理規程等の整備

（1）管理責任者は、利用者の守るべき規則等を明示

した管理規程を定め、利用者に周知しておかなけ

ればならない。

（2）管理責任者は、設備・会計に関する帳簿及び利

用者に関する記録を整備しておかなければならな

い。

（3）管理責任者は、この事業に係る経理と他の事業

に係る経理とを明確に区分しておかなければなら

ない。

（4）管理責任者は、その他この事業を実施するうえ

に必要な規程等を定めるものとする。
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◎精神障害者地域生活支援事業の実施について

10．構造及び設備

（1）本事業を実施するに当たっては、次の設備を設

けなければならない。

ただし、事業を実施する社会復帰施設の運営に

支障を生じない限りにおいて、社会復帰施設の設

備との兼用ができる。

①相談室兼静養室

②談話室兼食堂（調理コーナーを含む。）

③地域交流活動室兼訓練室

④便所、洗面所（洗濯が可能なものとする。）

⑤事務室
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⑥消火設備、その他非常災害に備えるために必

要な設備

⑦その他、地域生活支援事業に必要な設備

（2）建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第

2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第

9号の3に規定する準耐火建築物とする。

11．国庫補助

国は、地方公共団体又は非営利法人が実施する精

神障害者地域生活支援事業に要する施設の整備及び

運営に要する経費について、別に定める国庫補助交

付基準により補助するものとする。


